
第２回 武蔵村山市長期総合計画市民懇談会 

次 第 

 

 

日時：平成２１年７月１４日（火） 

   午後７時から 

場所：４０１大集会室 

 

 

 

１ 報告 

（１）第１回長期総合計画市民懇談会の会議要旨について 

（２）市民懇談会での検討内容とスケジュールについての修正について 

 

２ 説明 

（１）「項目別計画シート」の見方について 

 

３ 議題 

（１）部会分け及び部会長・副部会長の選任について 

（２）部会討議 

    【都市・生活・産業部会】「土地利用／産業について」 

    【福祉・教育・文化部会】「保健・医療／福祉について」 

（３）部会討議内容の紹介及び意見交換 

（４）その他 

    

 

 

（配布資料） 

  ○資料１「市民懇談会での検討内容とスケジュールについて」（修正版） 

  ○資料２「項目別計画シート」 
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市民懇談会での検討内容とスケジュールについて 

（修 正 版） 

 
 

第２回市民懇談会

資料１ 
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１．「総合計画」とは？ 
 

「総合計画」は、市の最上位計画として位置づけられ、様々な個別計画の基本となる考え方を示

したものです。「総合計画」は、「基本構想」「基本計画」「実施計画」の３つで構成されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
今回策定する「第４次長期総合計画（仮称）」は、平成 23 年 4 月からスタートする 10 年間の

計画です。なお、基本計画は途中５年目に見直し、実施計画は３年分の計画を毎年、ローリング（見

直し）していきます。 
 

基本構想 

基本計画 

実施計画 

「10年後の武蔵村山市の姿は？」 

市の将来都市像や人口フレームなど、計画を立案す

るにあたっての基本的方針を定めます。 

「10年間にどのような取り組みを行うの？」 

分野ごとの方針や施策など、計画の実現を図るため

の具体的事項を定めます。 

「いつ、何に、どのくらい投資するの？」 
基本計画に示した各施策について、いつ、どの位の

予算で行うのかを定めます。 

総
合
計
画

基本構想

10年間

平
成 

年
３
月 

前期基本計画 後期基本計画 
平
成 

年
４
月 

平
成 

年
４
月 

平
成 

年 

検討 
期間 

実施計画 実施計画 

21 
23

28

33
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２．現在の「総合計画」は？ 
 

現在は「第３次長期総合計画」の「後期基本計画」に基づいた市政が進められています。 
 
 
●まちづくりの理念● 
 
 
 
 
 
 
 
 
●将来都市像● 
 
 
 
 
 
 
 
●将来人口● 
 平成 13 年に策定された第３次基本構想では、平成 22 年の人口を 74,000 人と予測してい

ましたが、後期基本計画策定時（H18.3）に実数との乖離があったことから、平成 22 年の人

口を69,000人に下方修正しました。 

 
（人）

80,000   

75,000   

70,000   

65,000   

60,000   

 

 

便利さと快適さの 
調和のとれたまちづくり

自立する 
市民主体のまちづくり 

狭山丘陵の豊かな自然環境

を大切にしたまちづくり

 

 

緑輝く快適ステージ ふれあい文化都市 むさしむらやま 
 
太陽の光を受けて、きらきらと輝く狭山丘陵の緑を背景とする“快適ステージ”の中で市民

がいきいきと暮らし、健康ゾーン（散策・温泉など）や都市核を中心に、市内外の人々が集

い、ふれあいながら新しい文化を創造する都市のイメージを表しています。 

平成１７年平成12年 平成22年 

約67,000人

74,000人 

70,000人

約66,000人

69,000人 

第３次基本構想／前期基本計画
（H13.3 策定）での人口予測 

後期基本計画（H18.3 策定）での
人口予測（修正値） 

予測値 

国勢調査実数

下方修正 

「第３次長期総合計画」基本構想の概要
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●計画の構成● 
 
 
 
 

魅力ある
にぎわいのまちづくり

狭山丘陵を核に
緑豊かなまちづくり

日々の暮らしを支える
まちづくり

生涯を通じ
健康に暮らすまちづくり

自己実現を目指す
生涯学習のまちづくり

豊かな産業のまちづくり

第１章 
 
活力にあふれた 
にぎわいのまち 

第３章 
 

健康で 
ぬくもりのあるまち いきいきと暮らせる

福祉のまちづくり

第４章 
 

ともに学び 
ふれあう 

創造性を育むまち 

安心して暮らせる
安全なまちづくり

豊かな人間性を育む
まちづくり

○秩序ある土地利用の推進 
○都市核・都市軸の形成 

○農業・工業・商業・観光の振興 
○雇用環境の充実 

○自然環境の保全 ○都市景観の形成 
○水と緑のﾈｯﾄﾜｰｸの形成 

○道路・公共交通・公園・緑地の整備 
○住宅・宅地の整備 ○上下水道の整備 
○廃棄物処理とﾘｻｲｸﾙ ○衛生的な環境の整備

○防災・防犯対策の推進 ○交通安全対策の推進

○消防・救急体制の整備 
○消費生活の安定と向上 

○健康づくりの推進 
○保健・医療の充実 

○地域福祉の推進 
○高齢者・障害者・子ども家庭福祉の充実 
○社会保障制度の適正な運用 

○生涯学習の推進 ○社会教育活動の充実 
○就学前教育・学校教育の充実 
○ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ活動の振興 
○市民文化の創造 ○伝統文化の継承と文化財保護

○ｺﾐｭﾆﾃｨの振興 ○交流の促進 
○人権の尊重 ○男女共同参画の推進 

土地利用 

産  業 

環境･景観 

都市基盤 

防災･安全 

保健･医療 

福  祉 

教育･文化 

交  流 

パートナーシップの
まちづくり

行財政運営の効率化 

第５章 

構想実現に向けて 
○市民参加の促進 

○効率的な行政運営 ○健全な財政運営の確立

○広域行政の推進 ○行政・地域情報化の推進

市民参画 

行 財 政 

第２章 
 

四季の彩りに 
いだかれる 
快適なまち 

「第３次長期総合計画」後期基本計画の概要
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３．「第４次長期総合計画」策定の体制は？ 
 

「第４次長期総合計画」の策定にあたっては、下図に示す体制によって検討を進めていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《各会議等の役割》 
：今後 10 年間に取り組んでほしいこと（基本計画）を市民の立場で

意見交換し、提言書としてとりまとめます。 

 
：市民懇談会における検討のための資料や情報を提供します。また、

懇談会で出された市民の意見等も参考にしながら、それぞれの分野

において今後10年間に行っていく基本計画の検討を行います。 

 
：専門部会からの資料等を基に、市の将来像や基本計画の組立て等の

部分を主に議論し、審議会へ検討案を提示します。 
 
：市長の諮問を受け、策定委員会や市民懇談会からの資料に基づいて

検討し、審議会としての答申を行います。 
 
：「基本構想」部分については、最終的に議会の承認を得る必要があり

ます。 

議 会 行 政 市民参画 

《議 会》 
・「基本構想」の議決 
（地方自治法第２条） 

《市 長》 《長期総合計画審議会》

・学識経験者（２名） 
・行政委員会委員（３名） 
・公共的団体代表者（３名）

・市民（公募など）（２名）

（計10名）

諮問

答申

提案･説明

意見･議決

《長期総合計画策定委員会》

・副市長 ・教育長 
・部長職 ・部会の部会長 

（計19名） 

《専門部会》 
・都市環境部会 
・健康福祉部会 
・教育文化部会 
・計画推進部会 

計40名

《長期総合計画市民懇談会》

・公募市民（5地域各1名）

・団体推薦（9名） 

（計14名）

市民懇談会提言書 

検討案

資料・
情報

参考

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

意
見

答
申
公
開 

《長期総合計画市民懇談会》 

《専門部会》 

《長期総合計画策定委員会》 

《長期総合計画審議会》 

《議  会》 
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４．「第４次長期総合計画」策定のスケジュールは？ 
 
「第４次長期総合計画」の策定スケジュールは、概ね下表のように想定しています。 

 
市民懇談会 策定委員会 

専門部会 審議会 議 会 その他 

平
成
２
１
年
度 

４
〜
６
月 

     

     

     

７
〜
９
月 

     

     

     

〜 

月 

     

     

     

１
〜
３
月 

     

     

  中間答申   

平
成
２
２
年
度 

４
〜
６
月 

      パブコメ 

     

     

７
〜
９
月 

     

  最終答申   

      パブコメ 

〜 

月 

     

     庁議・全協  

     本会議  

１
〜
３
月 

     

      最終調整 

      印刷 

 ４月      

10 

12 

10 

12 

資料・情報提供 

参考 

市民提案

検討案提示

検討案提示

検討案提示
参考

第４次長期総合計画 スタート
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５．「長期総合計画市民懇談会」の進め方は？ 
 
「長期総合計画市民懇談会」は、主として「基本計画」の部分について、市民としての立場でご意見

を伺うことを目的としています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「市民懇談会」は次のようなスケジュールを想定しています。 

回 数 検討内容 開催予定 

第１回 
① 提案範囲、会議の進め方の確認 
② ３分スピーチ（自己紹介、参加動機など） 
③ 会議日程の設定 

6月 30日（火） 

第２回 

① 「項目別計画シート」の見方 
② グループ分け、グループリーダーの選任 
③ グループ討議（１） 
④ グループ討議内容の紹介 

7月 14日（火） 

第３回 ① グループ討議（２） 
② グループ討議内容の紹介 8月 4 日（火） 

第４回 ① グループ討議（３） 
② グループ討議内容の紹介 9月 8 日（火） 

第５回 
① グループ討議（４） 
② グループ討議内容の紹介 
③ 全体討議「市民参加」と「行財政」 

10月 14日（火） 

第６回 ① 市民懇談会提案書（案）の検討 
② 将来都市像（テーマ）の投票 11月 10日（火） 

第７回 ① 市民懇談会提案書の確認 
② 総合計画策定に向けてひとこと 11月 24日（火） 

 
※「グループ討議」の提案 

６ヶ月という限られた時間の中で効率的な会の進行を行うため、大きく次の２つのグループに

分かれて検討を行いたいと思います。なお、それぞれのグループでの検討内容に対しても意見が

述べられるよう、各回最後の30分は相互の情報交換の時間とします。 
 
 
 
 

基本構想 

基本計画 

実施計画 

「10年後の武蔵村山市の姿は？」 

市の将来都市像や人口フレームなど、計画を立案す

るにあたっての基本的方針を定めます。 

「10年間にどのような取り組みを行うの？」 

分野ごとの方針や施策など、計画の実現を図るため

の具体的事項を定めます。 

「いつ、何に、どのくらい投資するの？」 
基本計画に示した各施策について、いつ、どの位の

予算で行うのかを定めます。 

総
合
計
画

《都市・生活・産業グループ》 
「土地利用」「産業」「環境・景観」

「都市基盤」「防災・安全」 
に関する内容の検討

《福祉・教育・文化グループ》 
「保健・医療」「福祉」「教育・文化」

「交流」 
に関する内容の検討

Ａ Ｂ 
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※グループ討議のテーマ（予定） 

回 数 開催予定 
グループ討議テーマ 

Ａグループ 
《都市・生活・産業》 

Ｂグループ 
《福祉・教育・文化》 

第２回 7／14（火） (1)土地利用／(2)産業 (6)保健・医療／(7)福祉 

第３回 8／ 4（火） 
(1)土地利用／(2)産業 (6)保健・医療／(7)福祉 

(3)環境・景観／(4)都市基盤 (8)教育・文化 

第４回 9／ 8（火） 
(3)環境・景観／(4)都市基盤 (8)教育・文化 

(5)防災・安全 (9)交流 

第５回 10／14（火） 
(5)防災・安全 (9)交流 

※全体を通して ※全体を通して 

 
 
※会議の進行イメージ（第３回の例） 

会議時間のめやす 

～30分 ～1時間 ～1時間半 ～2時間

    

   

 
情報提供：各テーマのはじめに、「項目別計画シート」を簡単に説明します。 

 
 
 
 
 
 

前回（第2回）の 
意見確認・追加など 
（土地利用／産業） 

テーマ(3) 
「環境・景観」につ
いて 

テーマ(4) 
「都市基盤」につい
て 

 
 
 
 
 
 
情報・意見交換 

Ａグループ 

Ｂグループ 

前回（第2回）の 
意見確認・追加など 
（保健・医療／福祉）

テーマ(8) 
「教育・文化」について 
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《市民懇談会のルール（案）》 

 
○会議の案内は、当日使用する資料とあわせて、開催予定日の１週間程度前にご自宅へお送りしま

す。（案内の送付先をご自宅以外の住所にご希望の方は、事前にお知らせください。） 
 
○やむを得ず欠席される場合は、開催日の夕方５時までに事務局（企画政策課）へご連絡ください。

また、当日予定されているテーマについてご意見がある場合は、ＦＡＸやメール等であわせてお

送りいただければ、討議の中で紹介させていただきます。 
 
○なお、前の回に配布した資料を使用することもありますので、会議参加の場合はあわせてお持ち

ください。 
 
○会議は、原則、午後７時から９時までの２時間とします。効率的な進行にご協力をお願いします。 
 
○できるだけ多くの人の意見がうかがえるよう、発言は要点を絞って、簡潔にお願いします。 
 
○全体の進行はコンサルタントが行いますが、部会討議は、部会長を中心に行ってください。この

とき、事務局（企画政策課）及びコンサルタントもそれぞれの部会に分かれて入り、進行のサポ

ートを行います。 
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